
 

 

令和５年度採用活動力向上に向けた支援業務に係る企画提案仕様書 

 

１ 業務名 

令和５年度採用活動力向上に向けた支援業務 

 

２ 業務の目的 

採用活動におけるデジタル化を推進し、採用力の向上を図ることを目的とする。 

 

３ 委託業務の内容 

（１）「採用活動におけるデジタル化実践セミナー」の開催 

ア 内容 

採用活動におけるデジタル化推進に向け、採用活動に直結する実践方法など

を具体的に伝える。 

※テーマや講師、詳細な内容については、県と協議の上で決定する。 

イ 要件 

  （ア）開催方法 

会場を設けて対面式のセミナーを６回開催する。 

（イ）対象者 

     県内企業等の経営者、人事担当者 

   （ウ）開催時期 

     令和５年７月～令和５年１１月 

   （エ）開催場所及び回数 

     対 面 式：青森市、弘前市、八戸市 各２回 

   （オ）参加者数 

     各回３０名程度 

     ※ただし、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、各会場の

収容率等を考慮し、県と協議の上で設定すること。 

   （カ）その他 

実施に当たっては、会場内での新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対

策を徹底すること。  

ウ 事前準備 

   （ア）業務計画の作成 

スケジュール、実施体制等を作成し、青森県商工労働部労政・能力開発課

に提出して承認を受けること。 

   （イ）広報及び参加者の募集 

     参加者確保のため、十分な広報を行うとともに、県と連携し、企業等へ効

果的に周知すること。 

   （ウ）受講申込受付 

     適切な媒体を使って、申込受付を行うこと。 



 

 

   （エ）講師等との各種調整 

     内容の調整、スケジュール調整など 

なお、講師と調整した内容については、青森県商工労働部労政・能力開発

課に報告すること。 

エ セミナー開催時 

  （ア）会場設営及び撤去 

  （イ）参加者の受付、案内・誘導 

  （ウ）司会・進行 

   （エ）セミナーに必要な備品、資料等の準備及び環境の構築 

  （オ）セミナー中の講師及び参加者のサポート 

（２）アンケート調査 

  ア 「採用活動におけるデジタル化実践セミナー」終了後、その都度参加者を対

象にアンケート調査を実施すること。 

イ アンケート結果の集計を行い、青森県商工労働部労政・能力開発課に報告す

ること。 

 

４ 業務報告 

本業務の実施にあたっては、県に対して随時報告を行い、評価・指導を受け、円

滑な事業の実施に努めること。 

（１）報告 

ア 事業実施の経過や実績、成果等を記載した事業報告書を日本産業規格Ａ４任

意様式にて作成し、事業完了時に紙及び電子媒体で提出すること。 

 イ 重要案件等については、随時報告すること。 

（２）進捗状況の確認等 

提案があった事業計画により、県と随時打合せを行いながら情報を共有し、円

滑に事業を実施すること。 

なお、提案があった事業計画が未達成で受注者の積極的な改善が図られなかっ

たと県が判断した場合には、委託料を減額することがある。 

 

５ 対象経費 

（１）「採用活動におけるデジタル化実践セミナー」の開催に係る経費（使用料、印

刷費、広告費、通信運搬費、講師謝金、旅費、消耗品等の経費） 

（２）委託業務に従事する者の人件費 

（３）一般管理費（消費税相当額を除く事業費総額の１０％以内の額とする。） 

（４）その他、当該事業に必要と認められる経費（要事前協議） 

※ただし、次の経費は対象外とする。 

・土地、建物、備品（オフィス機器、家電、デジカメ、パソコン等の物品）の取

得費 

・施設・設備の設置費、改修費 

・飲食代・その他事業と関連性が認められない経費 



 

 

６ その他 

（１）個人情報の取り扱い 

受注者は、委託業務を通じて取得した個人情報については、別記「個人情報取

扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（２）暴力団の排除 

受注者は、別記「暴力団排除に係る特記事項」を遵守しなければならない。 

（３）業務の再委託 

本業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。ただし、部分的な

業務について、書面により知事の承諾を得たときは可能とする。 

（４）権利の帰属 

本業務により製作された資料等に係る著作権（著作権法第２７条及び第２８条

の権利を含む。）、所有権は、原則として委託料の支払いが完了したときに受注

者から県に移転するものとする。 

（５）県への報告及び関連機関との連携 

受注者は、事業の実施状況について適宜青森県商工労働部労政・能力開発課に

報告すること。なお、事業の実施にあたっては、県内関係機関と連携を図るもの

とする。 

（６）新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を徹底するとともに、緊急事態宣

言やまん延防止等重点措置の発令等、計画通りの実施が困難となった場合、その

代替案等について、青森県商工労働部労政・能力開発課と協議の上、決定するも

のとする。 

（７）その他 

契約書及び仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、青森県商工

労働部労政・能力開発課と協議して決定するものとする。 


